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留意点

✪ 納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。

✪ アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するＰａｙ払い
（○○ペイ）へのアカウント登録及び残高へのチャージが必要です。

✪ 原則として、全ての税目で納付が可能です。ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等、
ご利用ができない税目があります。

✪ 領収証書は発行されません。
※ 領収証書が必要な方は、金融機関や税務署の窓口で納付してください。

なお、「納付手続の完了」画面で「納付内容をダウンロード」していただくか、「納付情報の確認」画面で
メールアドレスを登録し、納付手続完了メールを受信することで、納付内容を確認することができます。

詳しくは、国税庁ホームページ「スマホアプリ納付の手続」（上記ＱＲコードからアクセス）をご覧ください。☞

※ 詳しくは、裏面をご覧ください。

e-Taxを経由して「国税
スマートフォン決済専用
サイト」にアクセスの上、
画面の表示に従って手続！

お手持ちの
スマートフォンまたは
パソコンから、e-Taxに
より申告等の手続！

ステップ①

メリット♪ 利用方法♪

ステップ②

６つのPay払い（○○ペイ）から
納付手続が行えます！



※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

選択したPay払い（○○ペイ）で
納付後「納付手続の完了」画面が
表示されたら手続完了です！

※ 当該画面を再度表示することはできません。
「納付内容をダウンロード」しておくことを
おすすめします。

e-Taxを利用して申告書等データを
送信した後、受信フォルダに格納
される受信通知（納付区分番号通知）
をタップします。

画面をスクロールし、
「スマホアプリ納付」を
タップします。

「専用サイトへ」をタップすると、
「国税スマートフォン決済専用
サイト」に遷移します。

※ パソコンをご利用の場合、画面下部にＱＲ
コードが表示されますので、スマートフォン
で読み取り、以下の操作を続けてください。

決済専用サイトが表示されます。
注意事項等を確認し「次へ」を
タップします。

利用するPay払い（○○ペイ）を
選択し、「次へ」をタップします。

入力した内容を確認し、「納付」を
タップします。
※ 選択したPay払い（○○ペイ）が
起動します。


